
 

 

 

 

 

 

 

『平成２７年度個別労働紛争解決制度施行状況』 
～「いじめ・嫌がらせ」の相談が過去最多～ 

 

『平成２７年度男女雇用機会均等法、育児・介護休業法施行状況』 
～「マタニティハラスメント」の相談が過去最多～ 

 

長野労働局（局長 岡﨑 直人）は、このたび、「平成 27年度個別労働紛争解決制度の施行状

況」及び「平成 27 年度男女雇用機会均等法、育児・介護休業法施行状況」をまとめましたので、

公表します。 

 

 

１ 平成２７年度個別労働紛争解決制度施行状況（別添資料１） 

 

【平成２７年度の相談、助言・指導、あっせん件数】 

(１) 総合労働相談件数         ： １６，４６４件（対前年度比 0.6%増） 

うち民事上の個別労働紛争相談件数  ：  ５，７５０件（ 同 30.7%増） 

(２) 助言・指導申出件数        ：    １０１件（ 同 24.1%減） 

(３) あっせん申請受理件数        ：    １３２件（ 同 17.0%減） 

 

 ＜ポイント＞ 

１ 雇用形態及び職場の人間関係の変化や現在の経済・雇用情勢等を反映し、県内 

の総合労働相談コーナー（労働局及び 9労働基準監督署内の計 10か所に設置）な

どに寄せられた総合労働相談の件数は、前年度と同水準で、高止まり（第 1図） 

２ 民事上の個別労働紛争相談件数は、昨年度に比べて約 30％増加（第 1図） 

３ 民事上の個別労働紛争相談の内訳は、「いじめ・嫌がらせ」「自己都合退職」「解

雇」が多く、「募集・採用」「いじめ・嫌がらせ」「自己都合退職」が増加し、「いじ

め・嫌がらせ」が過去最多（第２・３図） 

４ 「民事上の個別労働紛争相談件数」「助言・指導申出件数」「あっせん申請受理件

数」の全てで、「いじめ・嫌がらせ」がトップ（第３・５・８図） 
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５ あっせん申請受理件数は、昨年度に比べ 17.0％減少したが、その中でも「いじ

め・嫌がらせ」については、6.7％増加（第４図） 

６ 助言・指導は全件１か月以内に、あっせんは２か月以内に 98.5％が手続きを終

了しており、「簡易・迅速・無料」という制度の特徴を活かした処理（第７・10図） 

 

「個別労働紛争の解決の促進に関する法律（概要は別添１）」に基づく、平成２７年度の個別

労働紛争解決制度の施行状況（概要）は別添２、助言指導・あっせんの事例は別添３のとおり

である。 

 

  

 

２ 平成２７年度男女雇用機会均等法、育児・介護休業法施行状況（別添資料２） 

 

【男女雇用機会均等法施行状況】 

(１)相談件数               ： ２７５件 （対前年度比 12 件減） 

(２)労働局長による紛争解決援助申立受理件数：   ６件 （  同  １件減） 

(３)機会均等調停会議による調停      ：   ２件 （  同  １件増） 

(４)制度是正指導             ： １７５件 （  同  51 件増） 

(５)ポジティブ・アクションの取組促進   ： １６２件 （  同  19 件増） 

 

   ＜ポイント＞ 

１ 労働者からの相談は、25年度から 105件、122件、142件と推移し２年連続増加 

２ 「セクシュアルハラスメント」の相談が 108 件と依然として最多（図１－１・

表１－１） 

３ 「妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い」（マタニティハラスメント）の相談

が 45 件から 63 件と 40％増加、「母性健康管理」の相談が 36 件から 45 件と 25％

増加 

４ 「妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い」に関する労働局長による紛争解決援

助申立受理件数が５件と２年連続最多（図１－２・表１－２） 

５ 機会均等調停会議による調停は「配置における性差別」と「昇進における性差別」

に関する２件 

６ 「セクシュアルハラスメント」に関する制度是正指導が 107件と依然として最多、

「母性健康管理」に関して制度是正指導する割合が 23.4％から 37.7％と 14.4ポイ

ント増加（表１－３） 

７ 「女性の管理職登用」に関するポジティブ・アクションの取組を促す助言が 53

件と依然として最多（表１－４） 



 

 

 

【育児・介護休業法施行状況】 

(１)相談件数               ： ９２８件 （対前年度比 144件減）  

   うち個別ケースに関する相談     ：  ７８件 （対前年度比 19 件増） 

(２)労働局長による紛争解決援助申立受理件数：   ４件 （  同  １件増） 

(３)両立支援調停会議による調停      ：   ０件 （  同  １ 件 減 ） 

(４)制度是正指導             ： ７６１件 （  同 239 件減） 

 

   ＜ポイント＞ 

１ 労働者からの相談は、25年度から 142件、164件、172件と推移し２年連続増加

（表２－１・表２－２） 

２ 「育児関係」の労働者からの相談が 25 年度から 122 件、131 件、156 件と推移

しており、特に休業制度、子の看護休暇に関する相談が増加傾向 

３ 「個別ケースに関する相談」が 59件から 78件と約 32％増加、うち「育児関係」

の「休業等に係る不利益取扱い事案」（マタニティハラスメント）は 27 件から 36

件と約 33％増加（表２－２） 

４ 「育児休業等に係る不利益取扱い」に関する労働局長による紛争解決援助申立受

理件数が４件と依然として最多（図２－３・表２－３） 

５ 「育児関係」「介護関係」ともに「所定労働時間の短縮措置等（義務）」に関する

制度是正指導が依然として最多（表２－４） 

 

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づく紛争解決援助の事例は別添４のとおり

である。 

  

 



１　相談受付状況

平成２７年度個別労働紛争解決制度施行状況
～民事上の個別労働紛争相談が約30％増加～

　民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は、いじめ・嫌がらせに関するものが最も多く
23.3%、自己都合退職に関するものが15.1%、解雇に関するものが12.1%と続いている。【第2図】
　また、前年度の件数と比較すると、募集・採用が94.3%、いじめ・嫌がらせが33.6%、自己都合退職
が32.8%増加している。【第3図】

　長野労働局及び県内の各労働基準監督署に設置している「総合労働相談コーナー」（10か所）など
では、労働問題に関するあらゆる相談にワンストップサービスで対応しているが、平成27年度1年間
に寄せられた相談は、16,464件であった。
　このうち、労働関係法令上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別労
働紛争に関するものが5,750件となっている。
　年度ごとの推移をみると、相談件数は前年度と同水準で、高止まりしており、民事上の個別労働紛
争に係る相談は、前年度に比べて約30％増加した。　【第1図】
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第１図 相談件数の推移 
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資料１ 



２　長野労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせんの受付状況

　民事上の個別労働紛争に係る相談者は、労働者（求職者を含む。）が75.9%と大半を占めており、
使用者からの相談は12.5%となっている。
　労働者の就労状況は、正社員が30.3%と最も多く、パート・アルバイトが12.0%、期間契約社員が
9.1％、派遣労働者が3.6%となっている。

　平成27年度の助言・指導受付件数は101件で、前年度に比べて24.1%の減少であった。
　あっせん申請受付件数は132件で、前年度に比べて17.0%の減少であった。 【第4図】
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３　長野労働局長による助言・指導の主な内容

　助言・指導の主な内容は、いじめ・嫌がらせに関するものが14.5%と最も多くなっている。その
他、自己都合退職に関するものが11.7%、解雇に関するものが10.3%となっている。　【第5図】
　労働者の就労状況は、正社員が45.5%と最も多く、パート・アルバイトが25.7%、期間契約社員が
11.9%、派遣労働者が6.9%となっている。
　事業所の規模は、10～49人が30.7%と最も多く、次いで10人未満22.8%、100人～299人が11.9%、50
～99人が10.9%、300人以上が6.9%となっている。
　また、労働組合のない事業所の労働者が76.2%となっている。

　申出を受け付けた事案の処理状況をみると、平成27年度1年間に手続きを終了したものは103件で、
うち、助言を行ったもの99件、取下げ4件である。
　助言を行ったもののうち、話し合い等が行われて解決したものが62件で終了した件数の60.2%、
あっせんに移行したものが11件で10.7%、解決しなかったものが26件で25.2%であった。【第6図】
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第5図 助言・指導申出内容の内訳 
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４　紛争調整委員会によるあっせんの主な内容

　あっせん申請の主な内容は、いじめ・嫌がらせに関するものが29.4%と最も多く、次いで、解雇に
関するものが22.5％、退職勧奨が11.5%と続いている。　【第8図】
　労働者の就労状況は、正社員が47.7%と最も多く、パート・アルバイトが24.2%、期間契約社員が
15.2%、派遣労働者が5.3%となっている。
　事業所の規模は、10～49人が26.5%と最も多く、次いで10人未満が25.0%、300人以上が12.1%、100
～299人が10.6%、50～99人が9.8%となっている。
　また、労働組合のない事業所の労働者が43.9%となっているが、不明の場合が42.4%ある。

  処理に要した期間は、103件の全件について１か月以内であった。【第7図】
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※小数点第二位を四捨五入しているため、割合の合計は100％にならない。 



　申請を受け付けた事案の処理状況をみると、平成27年度1年間に手続きを終了したものは135件で、
このうち、合意が成立したものは58件で43.0%、申請者の都合により申請が取り下げられたものは9件
で6.7%、紛争当事者の一方が手続きに参加しない等の理由により、あっせんを打ち切ったものは68件
で50.4%となっている。【第9図】

　処理に要した期間は､1か月以内が54.1%、1か月を超え2か月以内が44.4%となっている。【第10図】
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【労働局長による助言・指導とは】
　助言・指導とは、労働局長が紛争当事者間の個別労働紛争の原因となっている問題点を指摘し解決
の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に話し合いを行うなど紛争を解決することを促す
ものです。
　紛争当事者の双方又は一方が労働局長に助言・指導の実施の申出を行うことにより、助言・指導が
行われます。

【紛争調整委員会によるあっせんとは】
　都道府県ごとに、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された紛争
調整委員会が設置されています。長野労働局においては、9名の委員で構成されています。
　この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争当事者双方の主張の要点を
確認し、紛争の解決に向けてあっせんを実施することにより紛争の円満な解決を図ろうとするもので
す。
　紛争当事者の双方又は一方が労働局長にあっせんの実施を申請することにより、あっせん手続きが
開始されます。
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平成２７年度男女雇用機会均等法、育児・介護休業法施行状況 

 

１ 男女雇用機会均等法の施行状況 

（１）相談 
平成 27年度に長野労働局雇用均等室（現 雇用環境・均等室）に寄せられた男

女雇用機会均等法に係る相談件数は 275件（平成 26年度、287件）となった。 

内容別では、「セクシュアルハラスメント」に係る相談が 108件(39.3%)と最も

多く、次いで、「妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い」63件(22.9％)、「母性

健康管理」45件(16.4%)となっており、妊娠・出産関係の相談が全体の約 4割を占

めている。 

相談者別では、労働者からの相談が 142件（平成 25年度、105件／平成 26年度、

122件）であり、相談件数全体の 5割以上を占めている。 

 

表１－１　相談内容の内訳

件（％）

募集・採用 18 7 （ 2.5 ） 1 （ 0.7 ） 1 （ 1.4 ） 5 （ 7.9 ）

配置・昇進・教育訓練・福
利厚生・退職勧奨・解雇等

13 8 （ 2.9 ） 5 （ 3.5 ） 2 （ 2.9 ） 1 （ 1.6 ）

間接差別 11 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）

妊娠・出産等を理由とした
不利益取扱い

45 63 （ 22.9 ） 35 （ 24.6 ） 14 （ 20.0 ） 14 （ 22.2 ）

セクシュアルハラスメント 116 108 （ 39.3 ） 69 （ 48.6 ） 15 （ 21.4 ） 24 （ 38.1 ）

母性健康管理 36 45 （ 16.4 ） 20 （ 14.1 ） 17 （ 24.3 ） 8 （ 12.7 ）

その他 48 44 （ 16.0 ） 12 （ 8.5 ） 21 （ 30.0 ） 11 （ 17.5 ）

275 （ 100.0 ） 142 （ 100.0 ） 70 （ 100.0 ） 63 （ 100.0 ）

【 100.0 】 【 51.6 】 【 25.5 】 【 22.9 】

その他
H26年度

計 287

H27年度
労働者 事業主

 

 

 

資料２ 
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（２）紛争解決の援助 
労働局では、労働者と事業主との間で男女均等取扱いに関する紛争が生じた場

合、紛争解決のための援助を行っている。援助には、労働局長によるものと機会

均等調停会議による調停がある。 

 

① 労働局長による紛争解決の援助 
平成 27年度の長野労働局雇用均等室（現 雇用環境・均等室）における男女

雇用機会均等法に基づく労働局長による紛争解決援助の実施件数は 6件（平成

26年度、7件）であった。 

内訳としては、「妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い」に関するものが 5

件、「セクシュアルハラスメント」に関するものが 1件となっている。 
 

 
 

表１－２　労働局長による紛争解決の援助申立受理件数

（件）

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

配置における性差別 0 0 0 0 1 0 0

退職勧奨における性差別 0 0 0 0 0 0 0

妊娠・出産等を理由とした不
利益取扱い

5 1 4 8 4 6 5

セクシュアルハラスメント 7 7 4 8 7 1 1

計 12 8 8 16 12 7 6
 

 

 

② 機会均等調停会議による調停 
平成 27年度の長野労働局雇用均等室（現 雇用環境・均等室）における男女

雇用機会均等法に基づく機会均等調停会議による調停の受理件数は 2件（平成

26年度、1件）で、その内容は「配置」及び「昇進」に関するものであった。 
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（３）制度是正指導 
平成 2７年度に長野労働局雇用均等室（現 雇用環境・均等室）が男女雇用機

会均等法第 29条に基づき事業主に助言を行った件数は 175件であった。 
内容別では、セクシュアルハラスメントに係るものが 107件と最も多く、助言

件数全体の 6割以上を占めている。 
  
 

表１－３　是正指導件数

件（％）

H26年度 H27年度

募集・採用 3 1（   0.6）

配置・昇進・教育訓練・福利厚
生・退職勧奨等

4 1（    0.6)

間接差別 1 0（    0.0)

セクシュアルハラスメント 86 107（ 61.1）

母性健康管理 29 66（ 37.7）

深夜業に従事する女性労働者
に対する措置

1 0（    0.0)

計 124 175（100.0）
 

 

（４）ポジティブ・アクションの取組の促進 
男女労働者の間に事実上生じている格差の解消を目指して、企業が自主的か

つ積極的に行う取組（ポジティブ・アクション）を促進するために、企業の実情

に応じた取組を促す助言を行っている。 

平成 27年度に長野労働局雇用均等室（現 雇用環境・均等室）が行ったポジ

ティブ・アクション取組に関する助言件数は 162件であり、内容としては「女性

の管理職登用」の取組を促す助言が 53件と最も多くなっている。 

 
表１－４　ポジティブ・アクション取組に関する助言件数

件

H26年度 H27年度

女性の採用拡大 39 47

女性の職域拡大 32 42

女性の管理職登用 48 53

職場環境・職場風土の改善 24 20

計 143 162
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２ 育児・介護休業法の施行状況 

（１） 相談 

① 全体 
平成 27年度に長野労働局雇用均等室（現 雇用環境・均等室）に寄せられた

育児・介護休業法に係る相談件数は 928 件(育児関係 661 件、介護関係 267 件)

で、 平成 26年度（1,072件）と比較し減少した。 

労働者からの相談は 172件であり、平成 25年度から２年連続増加した（平成

25 年度、142 件／平成 26 年度、164 件）。また、労働者からの相談のうち、「育

児関係」の相談は 156 件であり、平成 25 年度から２年連続増加した（平成 25

年度、122件／平成 26年度、131件）。 

 

② 制度に関するもの 

制度に関する相談は、850件（育児関係 586件、介護関係 264件）で、育児関係

では「休業制度」及び「所定労働時間の短縮措置等（義務）」、介護関係では「休

業制度」、「介護休暇」及び「所定労働時間の短縮措置等（義務）」についての問い

合わせが多い。 
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表２－１　相談内容の内訳（制度に関するもの）

件（％）

休業制度 189 174 （ 29.7 ） 36 （ 34.3 ） 82 （ 31.2 ） 56 （ 25.7 ）

子の看護休暇 75 66 （ 11.3 ） 17 （ 16.2 ） 24 （ 9.1 ） 25 （ 11.5 ）

所定外労働の制限 72 53 （ 9.0 ） 11 （ 10.5 ） 21 （ 8.0 ） 21 （ 9.6 ）

時間外労働の制限 68 48 （ 8.2 ） 4 （ 3.8 ） 22 （ 8.4 ） 22 （ 10.1 ）

深夜業の制限 62 49 （ 8.4 ） 6 （ 5.7 ） 22 （ 8.4 ） 21 （ 9.6 ）

所定労働時間の短縮措置等

（義務）
137 135 （ 23.0 ） 24 （ 22.9 ） 59 （ 22.4 ） 52 （ 23.9 ）

所定労働時間の短縮措置等

（努力義務）
40 13 （ 2.2 ） 1 （ 1.0 ） 8 （ 3.0 ） 4 （ 1.8 ）

休業期間等の通知 1 3 （ 0.5 ） 0 （ 0.0 ） 3 （ 1.1 ） 0 （ 0.0 ）

その他 40 45 （ 7.7 ） 6 （ 5.7 ） 22 （ 8.4 ） 17 （ 7.8 ）

586 （ 100.0 ） 105 （ 100.0 ） 263 （ 100.0 ） 218 （ 100.0 ）

【 100.0 】 【 17.9 】 【 44.9 】 【 37.2 】

休業制度 87 83 （ 31.4 ） 7 （ 50.0 ） 46 （ 32.4 ） 30 （ 27.8 ）

介護休暇 68 52 （ 19.7 ） 6 （ 42.9 ） 25 （ 17.6 ） 21 （ 19.4 ）

時間外労働の制限 46 35 （ 13.3 ） 0 （ 0.0 ） 18 （ 12.7 ） 17 （ 15.7 ）

深夜業の制限 46 32 （ 12.1 ） 0 （ 0.0 ） 16 （ 11.3 ） 16 （ 14.8 ）

所定労働時間の短縮措置等

（義務）
67 49 （ 18.6 ） 0 （ 0.0 ） 28 （ 19.7 ） 21 （ 19.4 ）

所定労働時間の短縮措置等

（努力義務）
2 2 （ 0.8 ） 0 （ 0.0 ） 2 （ 1.4 ） 0 （ 0.0 ）

休業期間等の通知 2 1 （ 0.4 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 0.7 ） 0 （ 0.0 ）

その他 11 10 （ 3.8 ） 1 ( 7.1 ) 6 ( 4.2 ) 3 ( 2.8 )

264 （ 100.0 ） 14 （ 100.0 ） 142 （ 100.0 ） 108 （ 100.0 ）

【 100.0 】 【 5.3 】 【 53.8 】 【 40.9 】

0

1013

職業家庭両立推進者

合　計

0 0 0 0

850 119 405 326

計 329

育

児

関

係

介

護

関

係

H26年度 H27年度
労働者 事業主 その他

計 684
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③ 個別ケースに関するもの 
個別ケースに関する相談は 78件（育児関係 75件、介護関係 3件）と、平成 26

年度（59件：すべて育児関係）と比較し増加した。 

育児関係の「休業等に係る不利益取扱い」に関するものが 36件（平成 26年度、

27件）と最も多く、相談全体の約 5割を占め、次いで「所定労働時間の短縮措置

等」が 13件(17.3%)、「休業に係る事案（期間雇用者に係る事案を除く）」が 12件

(16.0%)となっている。 

 
表２－２　相談内容の内訳（個別ケースに関するもの）

件（％）

休業に係る事案（期間雇用
者に係る事案を除く）

16 12 （ 16.0 ） 8 （ 15.7 ） 0 （ 0.0 ） 4 （ 23.5 ）

期間雇用者の休業に係る事
案

2 5 （ 6.7 ） 3 （ 5.9 ） 1 （ 14.3 ） 1 （ 5.9 ）

子の看護休暇に係る事案 1 1 （ 1.3 ） 1 （ 2.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）

休業等に係る不利益取扱い
事案

27 36 ( 48.0 ) 21 ( 41.2 ) 5 ( 71.4 ) 10 ( 58.8 )

所定外労働の制限に係る事
案

0 4 ( 5.3 ) 4 ( 7.8 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

時間外労働の制限に係る事
案

1 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）

深夜業の制限に係る事案 1 1 （ 1.3 ） 1 （ 2.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）

所定労働時間の短縮措置等
に係る事案

8 13 （ 17.3 ） 12 （ 23.5 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 5.9 ）

労働者の配置に関する配慮
に係る事案

1 2 （ 2.7 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 14.3 ） 1 （ 5.9 ）

その他 2 1 （ 1.3 ） 1 （ 2.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）

75 （ 100.0 ） 51 （ 100.0 ） 7 （ 100.0 ） 17 （ 100.0 ）

【 100.0 】 【 68.0 】 【 9.3 】 【 22.7 】

休業に係る事案（期間雇用
者に係る事案を除く）

0 2 （ 66.7 ） 1 （ 50.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 100.0 ）

休業等に係る不利益取扱い
事案

0 1 （ 33.3 ） 1 （ 50.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）

3 （ 100.0 ） 2 （ 100.0 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 100.0 ）

【 100.0 】 【 66.7 】 【 0.0 】 【 33.3 】

59

育
児
関
係

介
護
関
係

その他
H26年度 H27年度

労働者 事業主

計 59

計 0

合　計 78 53 7 18
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（２）紛争解決の援助 
労働者と事業主との間で育児・介護休業等に関する紛争が生じた場合、労働局

では紛争解決のための援助を行っている。援助には、労働局長によるものと両立

支援調停会議による調停がある。 

 

① 労働局長による紛争解決の援助 
平成 27年度の長野労働局雇用均等室（現 雇用環境・均等室）における育児・

介護休業法に基づく労働局長による紛争解決援助の実施件数は 4件（平成 26年度、

3件）であった。 

内容はすべて「育児休業等に係る不利益取扱い」に関するものとなっている。 
 

 
 
表２－３　労働局長による紛争解決の援助申立受理件数

（件）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

育児休業等に係る不利益取扱い 9 6 3 4

育児をする労働者の配置に関す
る配慮

0 1 0 0

計 9 7 3 4
 

 
② 両立支援調停会議による調停 
平成 27年度の長野労働局雇用均等室（現 雇用環境・均等室）における育児・

介護休業法に基づく両立支援調停会議による調停の申請はなかった（平成 26年

度、1件）。 
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（３）制度是正指導 
平成 27年度に長野労働局雇用均等室（現 雇用環境・均等室）が育児・介護

休業法第 56条に基づき、事業主に助言を行った件数は、育児関係 474件、介護

関係 211件であった。 
指導事項としては、育児関係では「所定労働時間の短縮措置等（義務）」が最

も多く、次いで「休業制度」、「子の看護休暇」の順となっており、介護関係では

「所定労働時間の短縮措置等（義務）」、「介護休暇」、「休業制度」の順となって

いる。 

  

表 ２ － ４ 　 是 正 指 導 件 数 （ 制 度 に 関 す る も の ）

件 （ ％ ）

H 2 6 年 度 H 2 7 年 度

休 業 制 度 107 82（  17.3）

子 の 看 護 休 暇 93 69（   14.6)

所 定 外 労 働 の 制 限 65 50（  10.6）

時 間 外 労 働 の 制 限 72 50（  10.6）

深夜業の制限 20 12（    2.5）

所 定 労 働 時 間 の 短 縮 措 置 等
（ 義 務 ）

129 107（  22.6）

所 定 労 働 時 間 の 短 縮 措 置 等
（ 努 力 義 務 ）

77 103（  21.8）

計 563 473（100.0）

休 業 制 度 73 49（  23.2）

介 護 休 暇 70 57（   27.0)

時 間 外 労 働 の 制 限 34 20（    9.5）

深夜業の制限 22 13（    6.2）

所 定 労 働 時 間 の 短 縮 措 置 等
（ 義 務 ）

102 72（  34.1）

計 301 211（100.0）

136 77

1,000 761

表２－５　是正指導件数（個別ケースに関するもの）

件

H26年度 H27年度

所 定 労 働 時 間 の 短 縮 措 置 等
（ 義 務 ） に 係 る 事 案

0 1

育 児 休 業 に 係 る 不 利 益 取 扱 い1 0

育
児
関
係

育
児
関
係

介
護
関
係

職 業 家 庭 両 立 推 進 者

合 　 計

 
 

   



 

 

 

 

 

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要 

 

 

１ 趣旨 

 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働

者と事業主との間の紛争（以下「個別労働関係紛争」という。）が増加していることにかんがみ、

これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、

紛争調整委員会のあっせん制度の創設等により総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。 

 

 

２ 概要 

(1) 紛争の自主的解決 

 個別労働関係紛争が生じたときは、紛争の当事者は、自主的な解決を図るように努めなければ

ならないものとする。 

 

(2) 都道府県労働局長による情報提供、相談等 

 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の未然防止及び自主的な解決の促進のため、労働者又

は事業主に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。 

 

(3) 都道府県労働局長による助言及び指導 

 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方又は一方からその解決につき援

助を求められた場合には、当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。 

 

(4) 紛争調整委員会によるあっせん 

イ 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申

請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員

会にあっせんを行わせるものとする。 

ロ 都道府県労働局に、紛争調整委員会を置くものとする。 

ハ あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が

解決されるように努めなければならないものとする。 

ニ あっせん委員は、当事者等から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、こ

れを当事者に提示することができるものとする。 

 

(5) 地方公共団体の施策等 

 地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、労働者又は事業主に対し、情報提

供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとし、国は、地方公共団体

の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。  

また、当該施策として都道府県労働委員会が行う場合には、中央労働委員会が、当該都道府県

労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。 

 

 

 

 

別添１ 



 

 

別添２ 

個別労働紛争解決制度の施行状況（概要） 
 

（平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日） 

１ 総合労働相談コーナーに寄せられた相談の件数 16,464件(16,367件) 

 相談者の種類 

 労働者 9,472件（9,325件）  使用者 4,113件（4,156件） その他 2,879件（2,886件） 

２ 民事上の個別労働紛争に係る相談の件数  5,750件 (4,398件) 

① 相談者の種類 

 労働者 4,367件（3,362件）  使用者 719件（569件）  その他 664件（467件） 

② 労働者の就労状況 

 正社員 1,741件（1,425件） パート・アルバイト 689件（586件） 派遣労働者 206件（129件） 

 期間契約社員 524件（436件）   その他 66件（52件）   不明 2,524件（1,770件） 

③ 紛争の内容（※内訳が複数にまたがる場合もあるため、合計が 7,256件(5,570件)となる。） 

 普通解雇  668件(522)      整理解雇   73件(86)    懲戒解雇  139件(117)  

 労働条件の引下げ 559件(464) 退職勧奨   560件(440)   採用内定取消  44件(36) 

 雇止め   248件(209)  出向・配置転換 235件(205)  自己都合退職 1,093件(823) 

 その他の労働条件 725件(549)  募集・採用 136件(70)   いじめ・嫌がらせ 1,693件(1,267) 

 賠償    331件(286)    その他   752件(496) 

３ 
(1) 

労働局長による助言・指導の件数 
助言・指導の申出の受付を行った件数  101件(133件) 

① 労働者の就労状況 

 正社員  46件（67件）  パート・アルバイト 26件（26件）  派遣労働者 7件（10件） 

 期間契約社員 12件（24件）    その他 6件（1件）     不明     4件（5件） 

② 紛争の内容（※内訳が複数にまたがる場合もあるため、合計が 145件(199件)となる。） 

 普通解雇   15件(31)    整理解雇     0件(0)   懲戒解雇     0件(0) 

 労働条件の引下げ  12件(16) 退職勧奨   9件(15)  採用内定取消    1件(1) 

 雇止め     6件(12)     出向・配置転換 9件(5)  自己都合退職   17件(27) 

 その他の労働条件 10件(20)    募集・採用   1件(3)   いじめ・嫌がらせ 21件(39) 

  賠償     2件(7)     その他    42件(23) 

(2) 助言・指導の手続きを終了した件数   103件(134件) 

 終了の区分 

 助言を実施 99件(130)   指導を実施 0件(0)   取下げ 4件(4) 

（うち、助言実施により解決したもの 62件(60) あっせんに移行したもの 11件(20) その他 26 件(50)） 

４ 
(1) 

紛争調整委員会によるあっせんの件数 
あっせんの申請の受理を行った件数   132件(159件) 

① 労働者の就労状況 

 正社員 63件（92件）   パート・アルバイト 32件（30件）  派遣労働者  7件（8件） 

 期間契約社員  20件（24件）     その他 9件（4件）    不明  1件（1件） 

② 紛争の内容（※内訳が複数にまたがる場合もあるため、合計が 218件(203件)となる。） 

 普通解雇   41件(44)     整理解雇    4件(3)     懲戒解雇    4件(2)  

 労働条件の引下げ 18件(10)  退職勧奨   25件(13)      採用内定取消  6件(5) 

 雇止め    13件(8)       出向・配置転換   10件(4)   自己都合退職  12件(2) 

 その他の労働条件  6件(24)   いじめ・嫌がらせ  64件(60)  賠償   6件(19) 

 その他     9件(9) 

(2) あっせんの手続きを終了した件数  135件(160件) 

終了の区分 

当事者間の合意の成立 58件(82)  申請の取下げ 9件(8)  打切り 68件(68)  その他 0件(2) 

（注） （ ）は平成 26年 4月 1日～平成 27年 3月 31日の件数である。  



別添３
【助言・指導の例】

事例１：　自己都合退職

事案の概要

助言・指導の内容

事例２：　いじめ・嫌がらせ、自己都合退職（退職勧奨）

事案の概要

助言・指導の内容

【あっせんの例】

事例１：　採用内定取消

事案の概要

あっせんのポイント

事例２：　解雇
事案の概要

あっせんのポイント

　正社員として勤務していたが、事業場責任者に対して退職する旨を申し出たところ、就
業規則の「退職の意思表示をしてから２週間経過後に退職できる」との規定と異なり、１
か月以上も先の退職日を一方的に決められてしまい、話し合いを希望したものの聞き
入れられなかったため、円満に退職できるよう助言を求めた。

　事業主に対して雇用契約の解約の申し入れに係る民法の規定を説明した上で、労使
が話し合って円満に紛争解決するよう促したところ、話し合いの結果、退職の意思表示
から１か月後に退職することで双方が了解した。

　あっせん委員が双方の主張を確認しつつ、労働契約法の「客観的に合理的な理由を
欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効である」との規定を説明した上
で、労使双方の納得のいく解決策の検討を促したところ、紛争の長期化を回避するた
め、事業主が解決金を支払うことで双方合意し、解決した。

　期間契約社員として勤務していたが、上司から意図的に仕事が与えられないなどのい
じめ・嫌がらを受け、事業場責任者や事業主に改善を申し出たものの、逆に退職するよ
う勧められて退職してしまったため、事業主に対し、今回の退職が自己都合による退職
ではなく会社都合による退職であることを認めるよう助言を求めた。

　事業主に対していじめ・嫌がらせのない安全で快適な職場環境づくりの取組みについ
て説明した上で、労使が話し合って円満に紛争解決するよう促したところ、事業主が、職
場でのいじめ・嫌がらせの事実は否定したものの、紛争の早期解決のために労働者の
申出内容を受け入れて、会社都合による退職の手続きを取ることになった。

　求人募集に応募して事業主と面接した際に採用すると言われたが、その後連絡がなく
約１か月が経過してしまい、事業主に確認したところ「採用決定書は出していない」と一
方的に大声でまくし立てられて採用を断られたため、連絡を待つ間に就職活動を行うこ
とができなかったことに対する経済的損害及び事業主から受けた精神的損害に対する
金銭的補償を求めた。

　あっせん委員が双方の主張を確認したところ、事業主は、面接の際に採用決定である
とは伝えていないものの、逆に採用しないとも明確に伝えずに時間が経過してしまった
と申し述べ、紛争の早期解決のため、事業主が解決金を支払うことで双方合意し、解決
した。

　パート社員として勤務していたところ、事業主から経営不振と字が汚いことを理由に解
雇を通告されたが、経営不振といってもパート社員を解雇するほどでもなく、また、字が
汚いことが就業規則の解雇事由に該当するとも思われないため、あっせんにより、不当
な解雇を受けたことで被った経済的、精神的損害に対する金銭的補償を求めた。



 

別添４ 

紛争解決の援助事例 

 
労働局では、労働者と事業主との間に、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法

等に関しトラブルが生じた場合、紛争の早期かつ円満な解決に向けた援助を行って

います。 

長野労働局雇用均等室（現 雇用環境・均等室）が扱った紛争解決の事例を紹介

します。 

 

○長野労働局長による紛争解決援助事例 

 
 
 

 

 

 

●女性労働者からの申立内容 

派遣社員として１年以上継続勤務しているが、派遣元の会社から、派遣先

における生産量の減少を理由として次期の契約更新はしない旨通知書が届い

た。しかしながら、契約更新がなされない真の理由は、申立者が妊娠してい

るためだと思われる。 

現派遣先での仕事がなくなるというのであれば、別の派遣先での勤務にな

ってもいいので、契約を更新してもらい、継続勤務をしたい。 

 

●事業主からの事情聴取 

  派遣先から、今後生産量が減少するとの連絡があったのは事実である。で

きる限り雇止めを回避したいと思い、検討を重ねたものの、申立者を含む複

数人の雇止めは避けられないものとなった。また、会社が申立者の妊娠を知

ったのは、雇止めの対象者を人選した後であり、妊娠を理由とした雇止めで

はない。 

 

○雇用環境・均等室の援助内容 

 妊娠等を理由とする雇止めは不利益取扱いに当たることを説明の上、申立

者の雇止めについて、会社として妊娠等を理由とするものではないと主張す

るのであれば、申立者を雇止めの対象とするに至った合理的理由を提示する

よう求めた。 

 

○結果 

  事業主が、申立者について雇止めの理由の確認を進める中、派遣先におい

て一部増産の見通しが出てきたことから、事業主は、申立者の契約更新に応

じることになり、申立者は継続勤務できることとなった。 

 

 

 

 

 

〈妊娠していることを理由として契約更新を拒否されたとする事例〉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

●女性労働者からの申立内容 

会社に育児休業の申出をしたところ、期間雇用者であることを理由に当該

休業の取得を拒否された上、契約更新もできないと言われた。 

育児休業を取得し、継続勤務をしたい。 

 

●事業主からの事情聴取 

  会社としては、期間雇用者が育児休業を取得できる要件を確認した上で、

取扱いを決定したものである。当該取扱いが、法的に問題があるものとは思

わなかった。 

 

○雇用環境・均等室の援助内容 

 申立者については、期間雇用者であったとしても、育児休業の取得要件及

び実態判断に照らし、育児休業の対象者になり得ることを説明。また、育児

休業の申出をしたことを理由として契約の更新をしないことは、不利益取扱

いに当たり、育児・介護休業法に違反することを説明。申立者に育児休業を

取得させ、契約を更新するよう助言を行った。 

 

○結果 

  事業主は、申立者の育児休業の取得を認め、契約も更新することになり、

申立者は継続勤務できることとなった。 

 

 

〈育児休業の申出をしたところ取得要件を満たさないとされ、 

契約更新も拒否されたとする事例〉 


